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第５章 計画の推進 
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１ 幼児期の教育・保育の一体的提供及び推進等に関する事項 

子ども・子育て支援法に基づく各種施策の実施にあたっては、以下の事項に留意し

て推進します。 

 

（１）幼児期の教育・保育の一体的な提供及び推進 ● ● ● ● ● ● ● 

保護者の就労状況に関わりなく、子どもが教育・保

育を⼀体的に受けられる認定こども園の普及に向けて、

各事業所の意向を確認しながら、幼稚園等の既存施設

の認定こども園への移行を推進し、幼児期における教

育・保育の一体的な提供及び推進に努めます。 

 

 

 

 

 

 

（２）幼児期の教育・保育と小学校教育の円滑な接続の在り方について ● ● 

基本目標１（３）「教育・保育の質の向上」で示した方向性に基づき、幼児の発達や

学びの連続性が保障されるよう、幼稚園や保育園等と小学校との円滑な接続に努めま

す。 

 

 

（３）子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保 ● ● ● ● 

令和元年 10 月から実施された幼児教育・保育の無償化に伴い、幼稚園や保育園等

の利用料に対する給付として「子育てのための施設等利用給付」が創設されました。

この新たな給付の円滑な実施を確保していくため、引き続き、当該制度の周知を行っ

ていくほか、対象となる施設に対し、制度の概要や必要となる事務手続き等について、

きめ細やかな支援や助言を行っていきます。 
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２ 計画の進捗管理と推進体制 

（１）計画の進捗管理 ● ● ● ● ● ● ● 

本計画は、PDCA サイクル＊に基づき、年度ごとに点検・評価を行い、その結果を

公表します。 

また、点検・評価にあたっては、毎年度、各事業の担当課で、施策の実施状況につ

いての評価を行い、さらにその評価結果を「八千代市子ども・子育て会議」において、

点検、評価することで、適切な進行管理を行います。 

 

ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

業務の実施が計画に 

沿っているかどうかを 

確認する 

従来の実績や将来の予測 

などを基にして業務計画 

を作成する 

実施が計画に沿って 

いない部分を調べて 

改善する 

計画に沿って業務を行う 

策定 

Action 
改善 

Plan 

Do Check 
実施 評価 

評価の報告 評価・提言 

各事業の担当課 

 

 

市民 
評価結果の

公表 

施策の実施 

八千代市子ども・子育て会議 

（計画の点検・評価、施策の検討） 



 

 
86 

 

（２）地域社会との協働 ● ● ● ● ● ● ● 

本計画を推進し、「すべての子どもが健やかに育ち、誰もが子育てしたいと思うまち」

を実現していくためには、行政組織だけでなく、地域住民やボランティア、民間企業

等の地域社会との連携、そして、協働と参画が必要です。 

そのため、施策を展開していく中で、地域との交流の機会を捉え、子育てへの理解

を深める啓発を行っていくとともに、地域社会に対して積極的に情報提供を行い、参

画を求めていくことで、子どもや子育てを地域社会全体で支える機運を醸成していき

ます。 

 

  


